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○
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
十
四
号

労
働
安
全
衛
生
法
及
び
作
業
環
境
測
定
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
三
十
三
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴

い
、
及
び
関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
労
働
安
全
衛
生
法
及
び
作
業
環
境
測
定
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行

に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
告
示
の
整
理
等
に
関
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
二
月
二
十
日

厚
生
労
働
大
臣

上
野
賢
一
郎

労
働
安
全
衛
生
法
及
び
作
業
環
境
測
定
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
告
示
の

整
理
等
に
関
す
る
告
示

（
車
両
系
建
設
機
械
（
整
地
・
運
搬
・
積
込
み
用
及
び
掘
削
用
）
運
転
技
能
講
習
規
程
の
一
部
改
正
）

第
一
条

車
両
系
建
設
機
械
（
整
地
・
運
搬
・
積
込
み
用
及
び
掘
削
用
）
運
転
技
能
講
習
規
程
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
告
示

第
百
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
講
師
）

（
講
師
）

第
一
条

車
両
系
建
設
機
械
（
整
地
・
運
搬
・
積
込
み
用
及
び
掘
削
用
）
運
転

第
一
条

車
両
系
建
設
機
械
（
整
地
・
運
搬
・
積
込
み
用
及
び
掘
削
用
）
運
転

技
能
講
習
（
以
下
「
技
能
講
習
」
と
い
う
。
）
の
講
師
は
、
労
働
安
全
衛
生

技
能
講
習
（
以
下
「
技
能
講
習
」
と
い
う
。
）
の
講
師
は
、
労
働
安
全
衛
生

法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
別
表
第
二
十
第
二
十
号
の
表
の
講

法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
別
表
第
二
十
第
十
八
号
の
表
の
講

習
科
目
の
欄
に
掲
げ
る
講
習
科
目
（
た
だ
し
、
当
該
講
習
科
目
の
う
ち
、
実

習
科
目
の
欄
に
掲
げ
る
講
習
科
目
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
条
件
の
欄
に

技
講
習
に
お
い
て
は
、
走
行
の
操
作
及
び
作
業
の
た
め
の
装
置
の
操
作
に
限

掲
げ
る
条
件
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
知
識
経
験
を
有
す
る
者
と
す
る
。

る
。
）
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
条
件
の
欄
に
掲
げ
る
条
件
の
い
ず
れ
か

に
適
合
す
る
知
識
経
験
を
有
す
る
者
と
す
る
。



- 3 -

（
ボ
イ
ラ
ー
取
扱
技
能
講
習
、
化
学
設
備
関
係
第
一
種
圧
力
容
器
取
扱
作
業
主
任
者
技
能
講
習
及
び
普
通
第
一
種
圧
力
容
器

取
扱
作
業
主
任
者
技
能
講
習
規
程
の
一
部
改
正
）

第
二
条

ボ
イ
ラ
ー
取
扱
技
能
講
習
、
化
学
設
備
関
係
第
一
種
圧
力
容
器
取
扱
作
業
主
任
者
技
能
講
習
及
び
普
通
第
一
種
圧
力

容
器
取
扱
作
業
主
任
者
技
能
講
習
規
程
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
告
示
第
百
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す

る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
講
師
）

（
講
師
）

第
一
条

ボ
イ
ラ
ー
取
扱
技
能
講
習
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
技
能
講
習
」

第
一
条

ボ
イ
ラ
ー
取
扱
技
能
講
習
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
技
能
講
習
」

と
い
う
。
）
の
講
師
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十

と
い
う
。
）
の
講
師
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十

七
号
）
別
表
第
二
十
第
二
十
二
号
の
表
の
講
習
科
目
の
欄
に
掲
げ
る
講
習
科

七
号
）
別
表
第
二
十
第
二
十
三
号
の
表
の
講
習
科
目
の
欄
に
掲
げ
る
講
習
科

目
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
条
件
の
欄
に
掲
げ
る
条
件
の
い
ず
れ
か
に
適

目
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
条
件
の
欄
に
掲
げ
る
条
件
の
い
ず
れ
か
に
適

合
す
る
知
識
経
験
を
有
す
る
者
と
す
る
。

合
す
る
知
識
経
験
を
有
す
る
者
と
す
る
。
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（
玉
掛
け
技
能
講
習
規
程
の
一
部
改
正
）

第
三
条

玉
掛
け
技
能
講
習
規
程
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
告
示
第
百
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
講
師
）

（
講
師
）

第
一
条

玉
掛
け
技
能
講
習
（
以
下
「
技
能
講
習
」
と
い
う
。
）
の
講
師
は
、

第
一
条

玉
掛
け
技
能
講
習
（
以
下
「
技
能
講
習
」
と
い
う
。
）
の
講
師
は
、

労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
別
表
第
二
十
第
二

労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
別
表
第
二
十
第
二

十
一
号
の
表
の
講
習
科
目
の
欄
に
掲
げ
る
講
習
科
目
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同

十
二
号
の
表
の
講
習
科
目
の
欄
に
掲
げ
る
講
習
科
目
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同

表
の
条
件
の
欄
に
掲
げ
る
条
件
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
知
識
経
験
を
有
す

表
の
条
件
の
欄
に
掲
げ
る
条
件
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
知
識
経
験
を
有
す

る
者
と
す
る
。

る
者
と
す
る
。



- 7 -

（
車
両
系
建
設
機
械
（
基
礎
工
事
用
）
運
転
技
能
講
習
規
程
の
一
部
改
正
）

第
四
条

車
両
系
建
設
機
械
（
基
礎
工
事
用
）
運
転
技
能
講
習
規
程
（
昭
和
五
十
二
年
労
働
省
告
示
第
百
二
十
号
）
の
一
部
を

次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
講
師
）

（
講
師
）

第
一
条

車
両
系
建
設
機
械
（
基
礎
工
事
用
）
運
転
技
能
講
習
（
以
下
「
技
能

第
一
条

車
両
系
建
設
機
械
（
基
礎
工
事
用
）
運
転
技
能
講
習
（
以
下
「
技
能

講
習
」
と
い
う
。
）
の
講
師
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律

講
習
」
と
い
う
。
）
の
講
師
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律

第
五
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
別
表
第
二
十
第
二
十
号
の
表
の
講

第
五
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
別
表
第
二
十
第
十
九
号
の
表
の
講

習
科
目
の
欄
に
掲
げ
る
講
習
科
目
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
条
件
の
欄
に

習
科
目
の
欄
に
掲
げ
る
講
習
科
目
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
条
件
の
欄
に

掲
げ
る
条
件
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
知
識
経
験
を
有
す
る
者
と
す
る
。

掲
げ
る
条
件
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
知
識
経
験
を
有
す
る
者
と
す
る
。
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（
車
両
系
建
設
機
械
（
解
体
用
）
運
転
技
能
講
習
規
程
の
一
部
改
正
）

第
五
条

車
両
系
建
設
機
械
（
解
体
用
）
運
転
技
能
講
習
規
程
（
平
成
二
年
労
働
省
告
示
第
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の

よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
講
師
）

（
講
師
）

第
一
条

車
両
系
建
設
機
械
（
解
体
用
）
運
転
技
能
講
習
（
以
下
「
技
能
講
習

第
一
条

車
両
系
建
設
機
械
（
解
体
用
）
運
転
技
能
講
習
（
以
下
「
技
能
講
習

」
と
い
う
。
）
の
講
師
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五

」
と
い
う
。
）
の
講
師
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五

十
七
号
）
別
表
第
二
十
第
二
十
号
の
表
の
講
習
科
目
の
欄
に
掲
げ
る
講
習
科

十
七
号
）
別
表
第
二
十
第
十
八
号
の
表
の
講
習
科
目
の
欄
に
掲
げ
る
講
習
科

目
（
た
だ
し
、
当
該
講
習
科
目
の
う
ち
、
実
技
講
習
に
お
い
て
は
、
走
行
の

目
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
条
件
の
欄
に
掲
げ
る
条
件
の
い
ず
れ
か
に
適

操
作
及
び
作
業
の
た
め
の
装
置
の
操
作
に
限
る
。
）
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同

合
す
る
知
識
経
験
を
有
す
る
者
と
す
る
。

表
の
条
件
の
欄
に
掲
げ
る
条
件
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
知
識
経
験
を
有
す

る
者
と
す
る
。
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（
不
整
地
運
搬
車
運
転
技
能
講
習
規
程
の
一
部
改
正
）

第
六
条

不
整
地
運
搬
車
運
転
技
能
講
習
規
程
（
平
成
二
年
労
働
省
告
示
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す

る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
講
師
）

（
講
師
）

第
一
条

不
整
地
運
搬
車
運
転
技
能
講
習
（
以
下
「
技
能
講
習
」
と
い
う
。
）

第
一
条

不
整
地
運
搬
車
運
転
技
能
講
習
（
以
下
「
技
能
講
習
」
と
い
う
。
）

の
講
師
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
別
表

の
講
師
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
別
表

第
二
十
第
十
八
号
の
表
の
講
習
科
目
の
欄
に
掲
げ
る
講
習
科
目
に
応
じ
、
そ

第
二
十
第
二
十
号
の
表
の
講
習
科
目
の
欄
に
掲
げ
る
講
習
科
目
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
同
表
の
条
件
の
欄
に
掲
げ
る
条
件
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
知
識
経

れ
ぞ
れ
同
表
の
条
件
の
欄
に
掲
げ
る
条
件
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
知
識
経

験
を
有
す
る
者
と
す
る
。

験
を
有
す
る
者
と
す
る
。
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（
高
所
作
業
車
運
転
技
能
講
習
規
程
の
一
部
改
正
）

第
七
条

高
所
作
業
車
運
転
技
能
講
習
規
程
（
平
成
二
年
労
働
省
告
示
第
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す

る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
講
師
）

（
講
師
）

第
一
条

高
所
作
業
車
運
転
技
能
講
習
（
以
下
「
技
能
講
習
」
と
い
う
。
）
の

第
一
条

高
所
作
業
車
運
転
技
能
講
習
（
以
下
「
技
能
講
習
」
と
い
う
。
）
の

講
師
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
別
表
第

講
師
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
別
表
第

二
十
第
十
九
号
の
表
の
講
習
科
目
の
欄
に
掲
げ
る
講
習
科
目
に
応
じ
、
そ
れ

二
十
第
二
十
一
号
の
表
の
講
習
科
目
の
欄
に
掲
げ
る
講
習
科
目
に
応
じ
、
そ

ぞ
れ
同
表
の
条
件
の
欄
に
掲
げ
る
条
件
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
知
識
経
験

れ
ぞ
れ
同
表
の
条
件
の
欄
に
掲
げ
る
条
件
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
知
識
経

を
有
す
る
者
と
す
る
。

験
を
有
す
る
者
と
す
る
。
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（
港
湾
労
働
法
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
く
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
資
格
の
一
部
改
正
）

第
八
条

港
湾
労
働
法
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
く
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
資
格
（
平
成
十
二
年
労
働
省
告
示
第

七
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



- 16 -

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

港
湾
労
働
法
第
二
十
五
条
第
四
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
資
格
は
、
次

港
湾
労
働
法
第
二
十
五
条
第
四
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
資
格
は
、
次

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
業
務
の
区
分
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
業
務
の
区
分
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲

げ
る
者
に
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

げ
る
者
に
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

機
体
重
量
が
三
ト
ン
以
上
の
労
働
安

一

安
衛
則
別
表
第
六
に
規
定

機
体
重
量
が
三
ト
ン
以
上
の
労
働
安

一

安
衛
法
別
表
第
十
八
第
三

全
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
七
年

す
る
車
両
系
建
設
機
械
（
整

全
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
七
年

十
一
号
に
規
定
す
る
車
両
系

政
令
第
三
百
十
八
号
）
別
表
第
七
第

地
・
運
搬
・
積
込
み
用
及
び

政
令
第
三
百
十
八
号
）
別
表
第
七
第

建
設
機
械
（
整
地
・
運
搬
・

一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
建
設
機

掘
削
用
）
運
転
技
能
講
習
を

一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
建
設
機

積
込
み
用
及
び
掘
削
用
）
運

械
で
、
動
力
を
用
い
、
か
つ
、
不
特

修
了
し
た
者

械
で
、
動
力
を
用
い
、
か
つ
、
不
特

転
技
能
講
習
を
修
了
し
た
者

定
の
場
所
に
自
走
す
る
こ
と
が
で
き

二
～
四

（
略
）

定
の
場
所
に
自
走
す
る
こ
と
が
で
き

二
～
四

（
略
）

る
も
の
の
運
転
（
道
路
上
を
走
行
さ

る
も
の
の
運
転
（
道
路
上
を
走
行
さ

せ
る
運
転
を
除
く
。
）
の
業
務

せ
る
運
転
を
除
く
。
）
の
業
務

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

最
大
積
載
量
が
一
ト
ン
以
上
の
不
整

一

安
衛
法
別
表
第
十
八
第
三

最
大
積
載
量
が
一
ト
ン
以
上
の
不
整

一

安
衛
法
別
表
第
十
八
第
三

地
運
搬
車
の
運
転
（
道
路
上
を
走
行

十
一
号
に
規
定
す
る
不
整
地

地
運
搬
車
の
運
転
（
道
路
上
を
走
行

十
四
号
に
規
定
す
る
不
整
地

さ
せ
る
運
転
を
除
く
。
）
の
業
務

運
搬
車
運
転
技
能
講
習
を
修

さ
せ
る
運
転
を
除
く
。
）
の
業
務

運
搬
車
運
転
技
能
講
習
を
修

了
し
た
者

了
し
た
者

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

作
業
床
の
高
さ
が
十
メ
ー
ト
ル
以
上

安
衛
法
別
表
第
十
八
第
三
十
二

作
業
床
の
高
さ
が
十
メ
ー
ト
ル
以
上

安
衛
法
別
表
第
十
八
第
三
十
五

の
高
所
作
業
車
の
運
転
（
道
路
上
を

号
に
規
定
す
る
高
所
作
業
車
運

の
高
所
作
業
車
の
運
転
（
道
路
上
を

号
に
規
定
す
る
高
所
作
業
車
運

走
行
さ
せ
る
運
転
を
除
く
。
）
の
業

転
技
能
講
習
を
修
了
し
た
者

走
行
さ
せ
る
運
転
を
除
く
。
）
の
業

転
技
能
講
習
を
修
了
し
た
者

務

務
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制
限
荷
重
が
一
ト
ン
以
上
の
揚
貨
装

一

安
衛
法
別
表
第
十
八
第
三

制
限
荷
重
が
一
ト
ン
以
上
の
揚
貨
装

一

安
衛
法
別
表
第
十
八
第
三

置
又
は
つ
り
上
げ
荷
重
が
一
ト
ン
以

十
四
号
に
規
定
す
る
玉
掛
け

置
又
は
つ
り
上
げ
荷
重
が
一
ト
ン
以

十
六
号
に
規
定
す
る
玉
掛
け

上
の
ク
レ
ー
ン
、
移
動
式
ク
レ
ー
ン

技
能
講
習
を
修
了
し
た
者

上
の
ク
レ
ー
ン
、
移
動
式
ク
レ
ー
ン

技
能
講
習
を
修
了
し
た
者

若
し
く
は
デ
リ
ッ
ク
の
玉
掛
け
の
業

二
・
三

（
略
）

若
し
く
は
デ
リ
ッ
ク
の
玉
掛
け
の
業

二
・
三

（
略
）

務

務
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（
労
働
安
全
衛
生
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
に
係
る
登
録
及
び
指
定
に
関
す
る
省
令
第
六
十
九
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定

に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
労
働
災
害
防
止
業
務
従
事
者
講
習
の
講
習
科
目
の
範
囲
及
び
時
間
の
一
部
改
正
）

第
九
条

労
働
安
全
衛
生
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
に
係
る
登
録
及
び
指
定
に
関
す
る
省
令
第
六
十
九
条
第
一
項
第
三
号
の

規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
労
働
災
害
防
止
業
務
従
事
者
講
習
の
講
習
科
目
の
範
囲
及
び
時
間
（
平
成
二
十
一

年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
統
括
安
全
衛
生
責
任
者
等
に
対
す
る
講
習
）

（
統
括
安
全
衛
生
責
任
者
等
に
対
す
る
講
習
）

第
三
条

統
括
安
全
衛
生
責
任
者
、
元
方
安
全
衛
生
管
理
者
、
店
社
安
全
衛
生

第
三
条

統
括
安
全
衛
生
責
任
者
、
元
方
安
全
衛
生
管
理
者
、
店
社
安
全
衛
生

管
理
者
、
安
全
衛
生
責
任
者
そ
の
他
法
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定

管
理
者
、
安
全
衛
生
責
任
者
そ
の
他
法
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定

元
方
事
業
者
（
法
第
三
十
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
指
名
を

元
方
事
業
者
の
労
働
者
及
び
同
項
に
規
定
す
る
関
係
請
負
人
の
労
働
者
の
作

受
け
た
事
業
者
を
除
く
。
）
の
労
働
者
で
あ
る
作
業
従
事
者
（
当
該
労
働
者

業
が
同
一
の
場
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
発
生
す
る
労
働
災
害

で
あ
る
作
業
従
事
者
の
ほ
か
、
労
働
者
以
外
の
当
該
特
定
元
方
事
業
者
に
係

を
防
止
す
る
た
め
の
業
務
に
従
事
す
る
者
に
対
す
る
法
第
九
十
九
条
の
二
第

る
作
業
従
事
者
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

一
項
の
講
習
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
講
習
科
目
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

て
同
じ
。
）
及
び
法
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
関
係
請
負
人
に
係
る
作

同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
範
囲
に
つ
い
て
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
時
間
以
上
行

業
従
事
者
の
作
業
が
同
一
の
場
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
発
生

わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

す
る
労
働
災
害
を
防
止
す
る
た
め
の
業
務
（
法
第
三
十
条
第
二
項
又
は
第
三

項
の
規
定
に
基
づ
く
指
名
が
な
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
指
名
を
受

け
た
事
業
者
の
労
働
者
で
あ
る
作
業
従
事
者
及
び
当
該
指
名
を
受
け
た
事
業

者
以
外
の
請
負
人
で
法
第
十
五
条
第
一
項
の
特
定
事
業
の
仕
事
を
自
ら
行
う

請
負
人
に
係
る
作
業
従
事
者
の
作
業
が
同
一
の
場
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
発
生
す
る
労
働
災
害
を
防
止
す
る
た
め
の
業
務
）
に
従
事
す
る

者
に
対
す
る
法
第
九
十
九
条
の
二
第
一
項
の
講
習
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲

げ
る
講
習
科
目
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
範
囲
に
つ
い
て

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
時
間
以
上
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
表
略
）

（
表
略
）
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（
特
例
緊
急
作
業
特
別
教
育
規
程
の
一
部
改
正
）

第
十
条

特
例
緊
急
作
業
特
別
教
育
規
程
（
平
成
二
十
七
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う

に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
学
科
教
育
）

（
学
科
教
育
）

第
二
条

前
条
の
学
科
教
育
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
科
目
に
応
じ
、
そ

第
二
条

前
条
の
学
科
教
育
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
科
目
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
、
同
表
の
中
欄
に
定
め
る
範
囲
に
つ
い
て
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
時

れ
ぞ
れ
、
同
表
の
中
欄
に
定
め
る
範
囲
に
つ
い
て
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
時

間
以
上
行
う
も
の
と
す
る
。

間
以
上
行
う
も
の
と
す
る
。

科

目

範

囲

時

間

科

目

範

囲

時

間

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

電
離
放
射
線

電
離
放
射
線
の
種
類
及
び
性
質

特
例
緊
急

（
略
）

電
離
放
射
線

電
離
放
射
線
の
種
類
及
び
性
質

特
例
緊
急

（
略
）

の
生
体
に
与

作
業
に
お
い
て
電
離
放
射
線
が
生
体
の
細
胞

の
生
体
に
与

作
業
に
お
い
て
電
離
放
射
線
が
生
体
の
細
胞

え
る
影
響
、

、
組
織
、
器
官
及
び
全
身
に
与
え
る
影
響

え
る
影
響
、

、
組
織
、
器
官
及
び
全
身
に
与
え
る
影
響

健
康
管
理
の

特
例
緊
急
作
業
に
お
け
る
健
康
管
理
の
方
法

健
康
管
理
の

特
例
緊
急
作
業
に
お
け
る
健
康
管
理
の
方
法

方
法
及
び
被

特
例
緊
急
被
ば
く
限
度
（
電
離
則
第
七
条

方
法
及
び
被

特
例
緊
急
被
ば
く
限
度
（
電
離
則
第
七
条

ば
く
線
量
の

の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特
例
緊
急
被
ば
く

ば
く
線
量
の

の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特
例
緊
急
被
ば
く

管
理
の
方
法

限
度
を
い
う
。
）

特
例
緊
急
作
業
に
お
け

管
理
の
方
法

限
度
を
い
う
。
）

特
例
緊
急
作
業
に
お
け

に
関
す
る
知

る
被
ば
く
線
量
測
定
の
方
法

特
例
緊
急
作

に
関
す
る
知

る
被
ば
く
線
量
測
定
の
方
法

特
例
緊
急
作

識

業
に
お
け
る
被
ば
く
線
量
測
定
の
結
果
の
確

識

業
に
お
け
る
被
ば
く
線
量
測
定
の
結
果
の
確

認
、
記
録
等
の
方
法

電
離
則
第
四
条
第
一

認
、
記
録
等
の
方
法

電
離
則
第
四
条
第
一

項
に
規
定
す
る
被
ば
く
限
度
を
超
え
た
特
例

項
に
規
定
す
る
被
ば
く
限
度
を
超
え
た
特
例

緊
急
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
係
る
被
ば

緊
急
作
業
に
従
事
す
る
者
に
係
る
被
ば
く
線

く
線
量
の
管
理
の
方
法

量
の
管
理
の
方
法

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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（
高
年
齢
者
就
業
確
保
措
置
の
実
施
及
び
運
用
に
関
す
る
指
針
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

高
年
齢
者
就
業
確
保
措
置
の
実
施
及
び
運
用
に
関
す
る
指
針
（
令
和
二
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
五
十
一
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
２
の
１
の
⑷
の
イ
中
「

高
年
齢
労
働
者
の
安
全
と
健
康
確
保
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

」
を
「労

働
安
全
衛
生
法

「
」

昭
和
4
7年
法
律
第
5
7号

第
6
2条
の
２
第
２
項
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
公
表
す
る
指
針

」
に
改
め
る
。

（
）

（
介
護
雇
用
管
理
改
善
等
計
画
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条

介
護
雇
用
管
理
改
善
等
計
画
（
令
和
三
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
４
の
１
の
⑻
中
「高

年
齢
労
働
者
の
安
全
と
健
康
確
保
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

」
を
「労

働
安
全
衛
生
法

昭
和
4
7

（

年
法
律
第
5
7号

第
6
2条
の
２
第
２
項
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
公
表
す
る
指
針

」
に
改
め
る
。

）

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。


